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第１１章 保健

第１節 準備期
＜目的＞
感染症有事には、保健所は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれの

地域の実情に応じた感染症対策の実施を担う点で、感染症危機時の中核となる存
在である。保健所は、関係機関等による感染症対策の支援、医療機関や東京都医
師会等関係団体との連絡調整等、感染症の発生予防等のための事前対応型の取組
を推進する。また、東京都健康安全研究センター等は地域の情報収集・分析等に
おける科学的かつ技術的な役割を担う点で、感染症危機時の中核となる存在であ
る。
都及び保健所設置区市は、感染症の発生情報や地域における医療の提供状況等

の情報等を収集する体制を平時から構築する。また、感染症危機発生時に備えた
研修や訓練の実施、感染症危機に対する迅速かつ適切な危機管理を行うことがで
きる人材の中長期的な育成、外部人材の活用も含めた必要な人材の確保、業務量
の想定、感染症危機管理に必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄等を行うこと
により、有事に保健所や東京都健康安全研究センター等がその機能を果たすこと
ができるようにする。その際、都の本庁と保健所等との役割分担や業務量が急増
した際の両者の連携と応援や受援の体制、関係する地方公共団体間における役割
分担を明確化するとともに、それらが相互に密接に連携できるようにする。
また、収集・分析した感染症に係る情報を関係者や住民と積極的に共有し、感

染症の発生状況と対策に関する共通理解を形成することにより、有事の際の迅速
な情報提供・共有と連携の基盤づくりを行う。

人材の確保
① 都は、平時から感染症対応が可能な人材の確保のため、医師、保健師等の専

門職の計画的な確保や保健所職員への研修等を実施するとともに、国及び他の
地方公共団体等との円滑な応援・受援が可能な体制を保健所と連携し、構築す
る。【保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、保健所における流行開始（感染症法に基づく新型
インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表）から１か月間において想定さ
れる業務量に対応するため、保健所職員、本庁等からの応援職員、ＩＨＥＡＴ
要員 等、保健所の感染症有事体制を構成する人員を確保する。【保健医療局】

地域保健法第 条に規定する業務支援員をいう。以下同じ。
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ける検査等に対する技術支援や精度管理等を通じ、地域におけるサーベイラン
ス機能を発揮する。【保健医療局】

⑥ 都及び地方衛生研究所を設置する自治体は、国から感染症の特徴や病原体の
性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏まえて、対応方針の
変更について示された場合には、都内の状況や各施設の業務負荷等も踏まえて、
人員体制や検査体制等の見直しを適時適切に行う。【保健医療局】

⑦ 都は、国が実施する国内の検査体制の維持や拡充等のための見直しに応じて、
適宜、都内の検査体制の見直しを実施する。【保健医療局】

研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及
① 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する検査診断技術の研究開

発について、都内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に
積極的に協力する。【保健医療局】

② 都は、国及びＪＩＨＳにおいて、新たに、より安全性が高い検査方法や検体
採取方法が開発された場合は、これらの手法の医療機関等への速やかな普及に
協力する。【保健医療局】

リスク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し
① 都は、国が段階的に見直した検査実施方針を踏まえ、都における体制を見直

す。
さらに、国から提供される検査の目的や検査体制を含む検査実施の方針等に

関する情報について、都民及び関係機関等に分かりやすく提供・共有する。
【保健医療局】

② 都は、国が決定した方針について関係機関等に周知の上、都内の検査体制を
整備する。【保健医療局】

医療機関の検査目的の受診集中回避
都は、新型コロナの感染拡大時において、診療・検査医療機関への検査目的の

受診の集中を緩和し、本来医療が必要な重症化リスクがある方等の受診機会を確
保するため、感染が疑われる症状のある方や濃厚接触者に対し抗原定性検査キッ
トの配布を行った。新型インフルエンザ等の発生時においても、医療機関への検
査目的による受診集中を緩和する取組は重要であることから、医療機関による検
査キットの確保に支障を来さないよう配慮しつつ、国及び関係機関と連携を図り、
行政による検査キット配布等の取組について、柔軟に対応していく。【保健医療
局】
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⑤ 都及び保健所設置区市は、保健所や東京都健康安全研究センター等に加え、
本庁においても速やかに感染症有事体制に移行するため、感染症危機管理部局
に限らない全庁的な研修・訓練を実施することで、感染症危機への対応能力の
向上を図る。【総務局、保健医療局、関係局】

⑥ 都は、平時から、都内各保健所及び一般市町村の職員を対象として、積極的
疫学調査その他の感染症対策業務に関する知識の習得や対応能力の向上を図る
ため、東京都健康安全研究センターで実施する実地疫学調査研修の内容を充実
させ、都内全体における感染症発生時の対応力向上を図る。【保健医療局】

⑦ 保健所は、大規模な集団発生事例が発生した場合などに備え、各保健所に実
地疫学調査研修修了者が配置されるように研修受講体制を組むとともに、他保
健所と対応の手法を共有化するなど日頃からのネットワークを構築する。【保
健医療局】

⑧ 都は、保健所等の感染症対策従事職員や感染症指定医療機関の医師等を対象
として、アジア各都市との感染症対策従事者のネットワークづくりを通じ海外
の専門機関における短期派遣研修等を実施するなど、人材育成を進めていく。
【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法で研修等を実施し、地域の関係機関における感染症対応能力

向上を支援した。
◼ 保健所等で疫学調査に従事する職員などを対象に、新型コロナウイルス感染

症の現状分析と次の波に備えた対応について、疫学・公衆衛生学の専門家を
講師とした勉強会をオンライン方式で開催

多様な関係機関との連携体制の構築
① 都及び保健所設置区市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、東京都感染

症対策連携協議会等を活用し、平時から保健所や東京都健康安全研究センター
等のみならず、管内の一般市町村、消防機関等の関係機関、専門職能団体等と
意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化する。【保健医療局、関係局】

② 都及び保健所設置区市は、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、
検査体制や検査実施の方針、情報共有の在り方、感染症患者等の移送、他の疾
患等の傷病者の救急搬送等について東京都感染症対策連携協議会等において協
議し、その結果を踏まえ、必要に応じ予防計画を策定・変更する。
なお、予防計画を策定・変更する際には、都が作成する行動計画や区市町村
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③ 都は、必要に応じて保健所の要請に基づき、ＴＥＩＴや感染対策支援チーム
などの専門的な支援チームの派遣等を行える体制を確保する。【保健医療局】

業務継続計画を含む体制の整備
① 都及び保健所設置区市は、予防計画に定める保健所の感染症有事体制（保健

所における流行開始から１か月間において想定される保健所の業務量に対応す
る人員確保数及びＩＨＥＡＴ要員の確保数）の状況を毎年度確認する。【保健
医療局】

② 都及び保健所設置区市は、東京都健康安全研究センター等、検査等措置協定
を締結している医療機関や民間検査機関等による検査体制の確保等を行う。
【保健医療局】

③ 都及び保健所設置区市は、保健所業務に関する業務継続計画を策定する。東
京都健康安全研究センター等においても、優先的に取り組むべき業務の継続の
ために必要な体制をあらかじめ想定した上で業務継続計画を策定する。【保健
医療局】

④ 業務継続計画の策定に当たっては、有事における都及び保健所設置区市、保
健所及び東京都健康安全研究センター等の業務を整理するとともに、有事に円
滑に業務継続計画に基づく業務体制に移行できるよう、平時からＩＣＴや外部
委託の活用等により、業務の効率化を図る。【保健医療局】

研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築
研修・訓練等の実施

① 都は、保健所の感染症有事体制を構成する人員（ＩＨＥＡＴ要員を含む。）
への年１回以上の研修・訓練を実施する。【保健医療局】

② 都は、国やＪＩＨＳ等が行う、危機管理のリーダーシップを担う人材や応援
職員の人材の育成、「実地疫学専門家養成コース（ＦＥＴＰ）」を通じた疫学
専門家等の養成及び連携の推進、ＩＨＥＡＴ要員に係る研修の実施等に協力し、
地域の専門人材の充実を図り、感染症危機への対応能力の向上を図る。【保健
医療局】

③ 都は、保健所や東京都健康安全研究センター等の人材育成を支援する。【保
健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国や都の研
修等を積極的に活用しつつ、保健所や東京都健康安全研究センター等の人材育
成に努める。また、保健所や東京都健康安全研究センター等を含め、新型イン
フルエンザ等の発生及びまん延を想定した訓練を実施する。【保健医療局、関
係局】
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⑤ 都及び保健所設置区市は、保健所や東京都健康安全研究センター等に加え、
本庁においても速やかに感染症有事体制に移行するため、感染症危機管理部局
に限らない全庁的な研修・訓練を実施することで、感染症危機への対応能力の
向上を図る。【総務局、保健医療局、関係局】

⑥ 都は、平時から、都内各保健所及び一般市町村の職員を対象として、積極的
疫学調査その他の感染症対策業務に関する知識の習得や対応能力の向上を図る
ため、東京都健康安全研究センターで実施する実地疫学調査研修の内容を充実
させ、都内全体における感染症発生時の対応力向上を図る。【保健医療局】

⑦ 保健所は、大規模な集団発生事例が発生した場合などに備え、各保健所に実
地疫学調査研修修了者が配置されるように研修受講体制を組むとともに、他保
健所と対応の手法を共有化するなど日頃からのネットワークを構築する。【保
健医療局】

⑧ 都は、保健所等の感染症対策従事職員や感染症指定医療機関の医師等を対象
として、アジア各都市との感染症対策従事者のネットワークづくりを通じ海外
の専門機関における短期派遣研修等を実施するなど、人材育成を進めていく。
【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法で研修等を実施し、地域の関係機関における感染症対応能力

向上を支援した。
◼ 保健所等で疫学調査に従事する職員などを対象に、新型コロナウイルス感染

症の現状分析と次の波に備えた対応について、疫学・公衆衛生学の専門家を
講師とした勉強会をオンライン方式で開催

多様な関係機関との連携体制の構築
① 都及び保健所設置区市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、東京都感染

症対策連携協議会等を活用し、平時から保健所や東京都健康安全研究センター
等のみならず、管内の一般市町村、消防機関等の関係機関、専門職能団体等と
意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化する。【保健医療局、関係局】

② 都及び保健所設置区市は、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、
検査体制や検査実施の方針、情報共有の在り方、感染症患者等の移送、他の疾
患等の傷病者の救急搬送等について東京都感染症対策連携協議会等において協
議し、その結果を踏まえ、必要に応じ予防計画を策定・変更する。
なお、予防計画を策定・変更する際には、都が作成する行動計画や区市町村

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

③ 都は、必要に応じて保健所の要請に基づき、ＴＥＩＴや感染対策支援チーム
などの専門的な支援チームの派遣等を行える体制を確保する。【保健医療局】

業務継続計画を含む体制の整備
① 都及び保健所設置区市は、予防計画に定める保健所の感染症有事体制（保健

所における流行開始から１か月間において想定される保健所の業務量に対応す
る人員確保数及びＩＨＥＡＴ要員の確保数）の状況を毎年度確認する。【保健
医療局】

② 都及び保健所設置区市は、東京都健康安全研究センター等、検査等措置協定
を締結している医療機関や民間検査機関等による検査体制の確保等を行う。
【保健医療局】

③ 都及び保健所設置区市は、保健所業務に関する業務継続計画を策定する。東
京都健康安全研究センター等においても、優先的に取り組むべき業務の継続の
ために必要な体制をあらかじめ想定した上で業務継続計画を策定する。【保健
医療局】

④ 業務継続計画の策定に当たっては、有事における都及び保健所設置区市、保
健所及び東京都健康安全研究センター等の業務を整理するとともに、有事に円
滑に業務継続計画に基づく業務体制に移行できるよう、平時からＩＣＴや外部
委託の活用等により、業務の効率化を図る。【保健医療局】

研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築
研修・訓練等の実施

① 都は、保健所の感染症有事体制を構成する人員（ＩＨＥＡＴ要員を含む。）
への年１回以上の研修・訓練を実施する。【保健医療局】

② 都は、国やＪＩＨＳ等が行う、危機管理のリーダーシップを担う人材や応援
職員の人材の育成、「実地疫学専門家養成コース（ＦＥＴＰ）」を通じた疫学
専門家等の養成及び連携の推進、ＩＨＥＡＴ要員に係る研修の実施等に協力し、
地域の専門人材の充実を図り、感染症危機への対応能力の向上を図る。【保健
医療局】

③ 都は、保健所や東京都健康安全研究センター等の人材育成を支援する。【保
健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国や都の研
修等を積極的に活用しつつ、保健所や東京都健康安全研究センター等の人材育
成に努める。また、保健所や東京都健康安全研究センター等を含め、新型イン
フルエンザ等の発生及びまん延を想定した訓練を実施する。【保健医療局、関
係局】
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保健所及び東京都健康安全研究センター等の体制整備
① 都は、東京都感染症対策連携協議会の中に、保健所設置区市、保健所等で構

成する保健所連絡調整部会を設置し、都、保健所設置区市及び一般市町村の感
染症対策に関する統一的な対応が可能な連携体制を構築するための協議等を行
う。【保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極
的疫学調査 、病原体の収集や分析等の専門的業務を適切に実施するために、
感染症がまん延した際の情報量と業務量の増大を想定し、効率的な情報集約と
柔軟な業務配分・連携・調整の仕組みを構築する。また、保健所や東京都健康
安全研究センター等における交替要員を含めた人員体制、設備等を整備する。
さらに、医療機関、医師会又は民間事業者への外部委託や一般市町村との連携
への協力要請についても検討しつつ、自宅療養者等の健康観察を効率的に実施
できるよう体制を整備する。くわえて、感染症対応業務に従事する職員等のメ
ンタルヘルス支援等の必要な対策を講ずる。【保健医療局】

③ 保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に備
えた準備を計画的に進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定した業務量
に対応するための人員の確保、研修・訓練の実施、ＩＣＴ活用等による業務の
効率化、地域の専門職能団体や大学等の教育機関等の関係機関との連携強化等
に取り組む。【保健医療局】

④ 東京都健康安全研究センター等は、健康危機対処計画を策定し、施設及び機
器の整備・メンテナンス、検査の精度管理の向上、感染症情報の管理等のため
のシステムの活用、調査及び研究の充実、ＪＩＨＳ等の関係機関との連携体制
の構築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図る。【保健
医療局】

⑤ 東京都健康安全研究センター等及び検査等措置協定締結機関等は、迅速な検
査及び疫学調査の機能の維持・強化を図るため、国がＪＩＨＳと連携して実施
する訓練等に参加する。また、平時の訓練等を活用し、国、都及び保健所設置
区市と協力して検査体制の維持に努める。【保健医療局】

⑥ 東京都健康安全研究センター等及び検査等措置協定締結機関等は、平時から
都及び保健所設置区市の関係機関と協力し、有事の際に検体の輸送が滞りなく
実施可能か、研修や訓練を通じて確認する。【保健医療局、関係局】

⑦ 都、保健所設置区市、保健所及び東京都健康安全研究センター等は、感染症
サーベイランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエンザや新型コロ

感染症法第 条

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

行動計画、医療計画並びに地域保健対策の推進に関する基本的な指針 に基づ
き保健所及び東京都健康安全研究センター等が作成する健康危機対処計画と整
合性の確保を図る。【保健医療局、関係局】

③ 都は、その際、必要に応じて感染症法に定める総合調整権限を活用 しなが
ら、医療提供体制の確保について、あらかじめ関係機関等と確認する。【保健
医療局、関係局】

④ 都は、有事に、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性
等）、流行状況、病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊療養施設
で療養する場合には、陽性者への食事の提供等 の実施や宿泊施設の確保等が
必要となるため、区市町村や協定を締結した民間宿泊事業者 等との連携体制
を構築し、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。【保健医療局、関
係局】

⑤ 都は、保健所や東京都医師会等の協力を得ながら、医療機関に保健所への感
染症の届出の必要性や電磁的方法による届出が可能である旨等を周知し、感染
症の診断を行った医師が速やかに届け出るよう働き掛けを行っていく。【保健
医療局】

⑥ 都及び保健所設置区市は、海外からの感染症の侵入を防ぐため、検疫所及び
都内に所在する港湾・空港関係機関との連絡体制を平時から確認する。【保健
医療局、港湾局、警視庁】

⑦ 検疫所における診察等において感染症患者が確認され、保健所への通報があ
った場合には、保健所は検疫所と連携して検疫法に基づく健康監視や患者等に
対し必要な保健指導等を行う。【保健医療局、警視庁】

⑧ 都は、新型インフルエンザ等の発生時には、多数の帰国者対応等への対応が
必要な場合が想定されることを踏まえ、平時から関係機関間において発生状況
に応じた対応方針を確認する。【総務局、保健医療局、港湾局】

⑨ 保健所は、地域における健康危機管理の拠点であるため、感染症対策の中核
的機関として、地元の関係機関等に対する感染症についての情報提供や相談対
応等に取り組む。また、企業や事業者の健康管理部門との連携を図り、感染症
対策を推進する。【保健医療局】

地域保健法第４条に基づき定める基本指針（平成６年厚生省告示第 号）をいう。
感染症法第 条の３
感染症法第 条の３第２項及び第 条の２第２項（第 条の９の規定により準用する場合を含む。）に定
める宿泊施設をいう。以下同じ。
感染症法第 条の３第７項、第９項及び第 項
感染症法第 条の６第１項
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

保健所及び東京都健康安全研究センター等の体制整備
① 都は、東京都感染症対策連携協議会の中に、保健所設置区市、保健所等で構

成する保健所連絡調整部会を設置し、都、保健所設置区市及び一般市町村の感
染症対策に関する統一的な対応が可能な連携体制を構築するための協議等を行
う。【保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極
的疫学調査 、病原体の収集や分析等の専門的業務を適切に実施するために、
感染症がまん延した際の情報量と業務量の増大を想定し、効率的な情報集約と
柔軟な業務配分・連携・調整の仕組みを構築する。また、保健所や東京都健康
安全研究センター等における交替要員を含めた人員体制、設備等を整備する。
さらに、医療機関、医師会又は民間事業者への外部委託や一般市町村との連携
への協力要請についても検討しつつ、自宅療養者等の健康観察を効率的に実施
できるよう体制を整備する。くわえて、感染症対応業務に従事する職員等のメ
ンタルヘルス支援等の必要な対策を講ずる。【保健医療局】

③ 保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に備
えた準備を計画的に進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定した業務量
に対応するための人員の確保、研修・訓練の実施、ＩＣＴ活用等による業務の
効率化、地域の専門職能団体や大学等の教育機関等の関係機関との連携強化等
に取り組む。【保健医療局】

④ 東京都健康安全研究センター等は、健康危機対処計画を策定し、施設及び機
器の整備・メンテナンス、検査の精度管理の向上、感染症情報の管理等のため
のシステムの活用、調査及び研究の充実、ＪＩＨＳ等の関係機関との連携体制
の構築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図る。【保健
医療局】

⑤ 東京都健康安全研究センター等及び検査等措置協定締結機関等は、迅速な検
査及び疫学調査の機能の維持・強化を図るため、国がＪＩＨＳと連携して実施
する訓練等に参加する。また、平時の訓練等を活用し、国、都及び保健所設置
区市と協力して検査体制の維持に努める。【保健医療局】

⑥ 東京都健康安全研究センター等及び検査等措置協定締結機関等は、平時から
都及び保健所設置区市の関係機関と協力し、有事の際に検体の輸送が滞りなく
実施可能か、研修や訓練を通じて確認する。【保健医療局、関係局】

⑦ 都、保健所設置区市、保健所及び東京都健康安全研究センター等は、感染症
サーベイランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエンザや新型コロ

感染症法第 条

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

行動計画、医療計画並びに地域保健対策の推進に関する基本的な指針 に基づ
き保健所及び東京都健康安全研究センター等が作成する健康危機対処計画と整
合性の確保を図る。【保健医療局、関係局】

③ 都は、その際、必要に応じて感染症法に定める総合調整権限を活用 しなが
ら、医療提供体制の確保について、あらかじめ関係機関等と確認する。【保健
医療局、関係局】

④ 都は、有事に、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性
等）、流行状況、病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊療養施設
で療養する場合には、陽性者への食事の提供等 の実施や宿泊施設の確保等が
必要となるため、区市町村や協定を締結した民間宿泊事業者 等との連携体制
を構築し、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。【保健医療局、関
係局】

⑤ 都は、保健所や東京都医師会等の協力を得ながら、医療機関に保健所への感
染症の届出の必要性や電磁的方法による届出が可能である旨等を周知し、感染
症の診断を行った医師が速やかに届け出るよう働き掛けを行っていく。【保健
医療局】

⑥ 都及び保健所設置区市は、海外からの感染症の侵入を防ぐため、検疫所及び
都内に所在する港湾・空港関係機関との連絡体制を平時から確認する。【保健
医療局、港湾局、警視庁】

⑦ 検疫所における診察等において感染症患者が確認され、保健所への通報があ
った場合には、保健所は検疫所と連携して検疫法に基づく健康監視や患者等に
対し必要な保健指導等を行う。【保健医療局、警視庁】

⑧ 都は、新型インフルエンザ等の発生時には、多数の帰国者対応等への対応が
必要な場合が想定されることを踏まえ、平時から関係機関間において発生状況
に応じた対応方針を確認する。【総務局、保健医療局、港湾局】

⑨ 保健所は、地域における健康危機管理の拠点であるため、感染症対策の中核
的機関として、地元の関係機関等に対する感染症についての情報提供や相談対
応等に取り組む。また、企業や事業者の健康管理部門との連携を図り、感染症
対策を推進する。【保健医療局】

地域保健法第４条に基づき定める基本指針（平成６年厚生省告示第 号）をいう。
感染症法第 条の３
感染症法第 条の３第２項及び第 条の２第２項（第 条の９の規定により準用する場合を含む。）に定
める宿泊施設をいう。以下同じ。
感染症法第 条の３第７項、第９項及び第 項
感染症法第 条の６第１項
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

④ 都及び保健所設置区市は、区市町村と連携し、高齢者、子供、日本語能力が
十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が
必要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時における
感染症情報の共有においても適切に配慮する。【保健医療局、福祉局】

⑤ 都は、外国人の患者に対応する場合に、保健所が利用できる多言語通訳の仕
組み等を構築する等、技術的支援を推進する。【保健医療局】

⑥ 保健所は、東京都健康安全研究センター等と連携し、感染症対策に必要な情
報の収集を行い、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点として、感染
症についての情報共有や相談等のリスクコミュニケーションを行う。【保健医
療局】

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

ナ等の流行状況（病原体ゲノムサーベイランスを含む。）を迅速に把握する体
制を整備する。【保健医療局】

⑧ 都、保健所設置区市及び保健所は、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）等を活用し、協定締結医療機関の協定の準備状況（病床確保・発熱外来等
の措置内容確認、研修・訓練等、各物資の備蓄状況等）を把握する。【保健医
療局】

⑨ 都、保健所設置区市、保健所及び家畜保健衛生所は、感染症法若しくは家畜
伝染病予防法（昭和 年法律第 号）に基づく獣医師からの届出 又は野鳥
等に対する調査等に基づき、国内及び地域における鳥インフルエンザの発生状
況等を把握する。また、医療機関から感染症法で定める特定鳥インフルエンザ
（二類感染症）の患者の届出又は鳥インフルエンザの感染が疑われる者につい
て保健所に情報提供・共有があった場合に、それぞれ情報提供・共有を行う体
制を整備する。【保健医療局、産業労働局、環境局】

⑩ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション
① 都及び保健所設置区市は、国から提供された情報や媒体を活用しながら、地

域の実情に応じた方法で、住民に対して情報提供・共有を行う。また、住民へ
の情報提供・共有方法や、住民向けのコールセンター等の設置をはじめとした
住民からの相談体制の整備方法、リスクコミュニケーションの在り方等につい
て、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報を住民に情報提供・共
有するための体制構築を図る。【総務局、保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である
住民等と可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ
ーションを適切に行うことができるよう、住民等が必要とする情報を把握し、
効果的な情報提供・共有にいかす方法等を整理する。【総務局、保健医療局】

③ 都、保健所設置区市及び一般市町村は、感染症は誰でも感染する可能性があ
るもので、感染者やその家族、所属機関、医療従事者、帰国者、外国人その他
の新型インフルエンザ等に関連する者に対する偏見・差別等は許されるもので
はなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の
妨げにもなること等について啓発する 。【総務局、保健医療局、関係局】

感染症法第 条第１項及び家畜伝染病予防法第 条第１項
特措法第 条第 項
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

④ 都及び保健所設置区市は、区市町村と連携し、高齢者、子供、日本語能力が
十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が
必要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時における
感染症情報の共有においても適切に配慮する。【保健医療局、福祉局】

⑤ 都は、外国人の患者に対応する場合に、保健所が利用できる多言語通訳の仕
組み等を構築する等、技術的支援を推進する。【保健医療局】

⑥ 保健所は、東京都健康安全研究センター等と連携し、感染症対策に必要な情
報の収集を行い、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点として、感染
症についての情報共有や相談等のリスクコミュニケーションを行う。【保健医
療局】

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第１節 準備期

ナ等の流行状況（病原体ゲノムサーベイランスを含む。）を迅速に把握する体
制を整備する。【保健医療局】

⑧ 都、保健所設置区市及び保健所は、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）等を活用し、協定締結医療機関の協定の準備状況（病床確保・発熱外来等
の措置内容確認、研修・訓練等、各物資の備蓄状況等）を把握する。【保健医
療局】

⑨ 都、保健所設置区市、保健所及び家畜保健衛生所は、感染症法若しくは家畜
伝染病予防法（昭和 年法律第 号）に基づく獣医師からの届出 又は野鳥
等に対する調査等に基づき、国内及び地域における鳥インフルエンザの発生状
況等を把握する。また、医療機関から感染症法で定める特定鳥インフルエンザ
（二類感染症）の患者の届出又は鳥インフルエンザの感染が疑われる者につい
て保健所に情報提供・共有があった場合に、それぞれ情報提供・共有を行う体
制を整備する。【保健医療局、産業労働局、環境局】

⑩ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション
① 都及び保健所設置区市は、国から提供された情報や媒体を活用しながら、地

域の実情に応じた方法で、住民に対して情報提供・共有を行う。また、住民へ
の情報提供・共有方法や、住民向けのコールセンター等の設置をはじめとした
住民からの相談体制の整備方法、リスクコミュニケーションの在り方等につい
て、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報を住民に情報提供・共
有するための体制構築を図る。【総務局、保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である
住民等と可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ
ーションを適切に行うことができるよう、住民等が必要とする情報を把握し、
効果的な情報提供・共有にいかす方法等を整理する。【総務局、保健医療局】

③ 都、保健所設置区市及び一般市町村は、感染症は誰でも感染する可能性があ
るもので、感染者やその家族、所属機関、医療従事者、帰国者、外国人その他
の新型インフルエンザ等に関連する者に対する偏見・差別等は許されるもので
はなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の
妨げにもなること等について啓発する 。【総務局、保健医療局、関係局】

感染症法第 条第１項及び家畜伝染病予防法第 条第１項
特措法第 条第 項
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第２節 初動期

⑤ 東京都健康安全研究センター等は、健康危機対処計画に基づき、本庁と連携
して感染症有事体制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴
や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を踏まえた必要な物資・資
機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準備を進めるとともに、ＪＩ
ＨＳ等と連携して感染症の情報収集に努める。【保健医療局】

⑥ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

住民への情報提供・共有の開始
① 都及び保健所設置区市は、国の要請に基づき、発生国・地域からの帰国者等

や有症状者等からの相談を受け、必要に応じて感染症指定医療機関等を案内す
る相談センターの整備を速やかに行い、住民等に周知する。【保健医療局】

② 都、保健所設置区市及び一般市町村は、国が設置した情報提供・共有のため
のホームページ等の住民への周知、Ｑ＆Ａの公表、住民向けのコールセンター
の設置等を通じて、住民に対する速やかな情報提供・共有体制を構築するとと
もに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク情報とその見方や対策の
意義を共有する。【保健医療局、総務局】

新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に都内で感染が確認さ
れた場合の対応

① 保健所は、新型インフルエンザ等にり患した又はり患したことが疑われる患
者が発生した場合には、当該患者（疑似症患者や無症状病原体保有者を含む。）
及びその関係者に対して、積極的疫学調査を実施する。【保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）
で開始する疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症

等に係る発生等の公表前に管内で感染が疑われる者が発生したことを把握した場
合は、保健所等において、当該者に対して積極的疫学調査及び検体採取 を実施
するとともに、感染症のまん延を防止するため、必要に応じて感染症指定医療
機関への入院について協力を求める。【保健医療局】

感染症法第 条の３第１項及び第３項

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第２節 初動期

第２節 初動期
＜目的＞
初動期は住民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進め

ることが重要である。
都及び保健所設置区市が定める予防計画並びに保健所及び東京都健康安全研究

センター等が定める健康危機対処計画等に基づき、保健所及び東京都健康安全研
究センター等が、有事体制への移行準備を進め、感染症法で定める新型インフル
エンザ等感染症等に係る発生等の公表後に迅速に対応できるようにする。
また、住民に対しても、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある

感染症の国内での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始することによ
り、地域の協力を得ながら感染拡大のリスクを低減する。

有事体制への移行準備
① 都及び保健所設置区市は、国からの要請や助言も踏まえて、予防計画に基づ

く保健所の感染症有事体制及び東京都健康安全研究センター等の有事の検査体
制への移行の準備状況を適時適切に把握し、速やかに検査体制を立ち上げる。
また、感染拡大に備え都内保健所に対する本庁からの応援職員の派遣、ＩＨ

ＥＡＴ要員に対する応援要請等といった、交替要員を含めた人員の確保に向け
た準備を進める。【保健医療局】

② 都は、感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保するととも
に、保健所、医療機関、消防機関等と連携し、入院調整に係る体制構築を進め、
準備期において東京都感染症対策連携協議会等で整理した相談・受診から自宅
療養や入退院までの体制を迅速に整備する。あわせて、医療機関に対し、医療
機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等に確保病床数・稼働状況、病床使用
率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況等を確実に入力するよう要請を行う。
【保健医療局】

③ 保健所は、健康危機対処計画に基づき、都等の本庁と連携して感染症有事体
制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状
（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえた必要な物資・資機材の調達の
準備等、感染症有事体制への移行の準備を進める。【保健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、ＪＩＨＳによる東京都健康安全研究センター等へ
の技術的支援等も活用し、検査等措置協定を締結している民間検査機関等や以
下 に記載する相談センターとの連携も含めた早期の検査体制の構築に努め
る。【保健医療局】
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第２節 初動期

⑤ 東京都健康安全研究センター等は、健康危機対処計画に基づき、本庁と連携
して感染症有事体制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴
や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を踏まえた必要な物資・資
機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準備を進めるとともに、ＪＩ
ＨＳ等と連携して感染症の情報収集に努める。【保健医療局】

⑥ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

住民への情報提供・共有の開始
① 都及び保健所設置区市は、国の要請に基づき、発生国・地域からの帰国者等

や有症状者等からの相談を受け、必要に応じて感染症指定医療機関等を案内す
る相談センターの整備を速やかに行い、住民等に周知する。【保健医療局】

② 都、保健所設置区市及び一般市町村は、国が設置した情報提供・共有のため
のホームページ等の住民への周知、Ｑ＆Ａの公表、住民向けのコールセンター
の設置等を通じて、住民に対する速やかな情報提供・共有体制を構築するとと
もに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク情報とその見方や対策の
意義を共有する。【保健医療局、総務局】

新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に都内で感染が確認さ
れた場合の対応

① 保健所は、新型インフルエンザ等にり患した又はり患したことが疑われる患
者が発生した場合には、当該患者（疑似症患者や無症状病原体保有者を含む。）
及びその関係者に対して、積極的疫学調査を実施する。【保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）
で開始する疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症

等に係る発生等の公表前に管内で感染が疑われる者が発生したことを把握した場
合は、保健所等において、当該者に対して積極的疫学調査及び検体採取 を実施
するとともに、感染症のまん延を防止するため、必要に応じて感染症指定医療
機関への入院について協力を求める。【保健医療局】

感染症法第 条の３第１項及び第３項

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第２節 初動期

第２節 初動期
＜目的＞
初動期は住民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進め

ることが重要である。
都及び保健所設置区市が定める予防計画並びに保健所及び東京都健康安全研究

センター等が定める健康危機対処計画等に基づき、保健所及び東京都健康安全研
究センター等が、有事体制への移行準備を進め、感染症法で定める新型インフル
エンザ等感染症等に係る発生等の公表後に迅速に対応できるようにする。
また、住民に対しても、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある

感染症の国内での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始することによ
り、地域の協力を得ながら感染拡大のリスクを低減する。

有事体制への移行準備
① 都及び保健所設置区市は、国からの要請や助言も踏まえて、予防計画に基づ

く保健所の感染症有事体制及び東京都健康安全研究センター等の有事の検査体
制への移行の準備状況を適時適切に把握し、速やかに検査体制を立ち上げる。
また、感染拡大に備え都内保健所に対する本庁からの応援職員の派遣、ＩＨ

ＥＡＴ要員に対する応援要請等といった、交替要員を含めた人員の確保に向け
た準備を進める。【保健医療局】

② 都は、感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保するととも
に、保健所、医療機関、消防機関等と連携し、入院調整に係る体制構築を進め、
準備期において東京都感染症対策連携協議会等で整理した相談・受診から自宅
療養や入退院までの体制を迅速に整備する。あわせて、医療機関に対し、医療
機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等に確保病床数・稼働状況、病床使用
率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況等を確実に入力するよう要請を行う。
【保健医療局】

③ 保健所は、健康危機対処計画に基づき、都等の本庁と連携して感染症有事体
制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状
（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえた必要な物資・資機材の調達の
準備等、感染症有事体制への移行の準備を進める。【保健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、ＪＩＨＳによる東京都健康安全研究センター等へ
の技術的支援等も活用し、検査等措置協定を締結している民間検査機関等や以
下 に記載する相談センターとの連携も含めた早期の検査体制の構築に努め
る。【保健医療局】

140 141



第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

◼ トレーサー班（保健師・看護師等）を保健所支援拠点及び都保健所に
配置し、積極的疫学調査に係る保健所業務支援を実施

◼ 保健所が行う疫学調査を支援することを目的に、医師、保健師を主な
メンバーとするＴＥＩＴを保健所の要請に基づき派遣

主な対応業務の実施
都、保健所設置区市、保健所及び東京都健康安全研究センター等は、予防計画

及び健康危機対処計画に基づき整備・整理した組織・業務体制や東京都感染症対
策連携協議会等において確認した役割分担等に基づき、相互に連携するとともに、
一般市町村、医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、以下 から
までに記載する感染症対応業務を実施する。【保健医療局】

相談対応
都及び保健所設置区市は、有症状者等からの相談に対応する相談センターの体

制を強化し、感染したおそれのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患
等の重症化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげ
る。相談センターの運営に当たっては、業務効率化のため、適時に外部委託や一
元化等を行うことを検討する。【保健医療局】

検査・サーベイランス
① 都及び保健所設置区市は、国の方針を踏まえ、地域の実情に応じて、感染症

対策上の必要性、東京都健康安全研究センター等や検査等措置協定締結機関等
における検査体制等を勘案し、検査の実施範囲を判断する。【保健医療局】

② 東京都健康安全研究センター等は、保健所と連携して、検査等措置協定を締
結している民間検査機関等を含めた検査体制が十分に拡充されるまでの間の必
要な検査を実施するとともに、ＪＩＨＳとの連携や他の地方衛生研究所等との
ネットワークを活用した国内の新型インフルエンザ等に係る知見の収集、ＪＩ
ＨＳへの地域の感染状況等の情報提供・共有、地域の変異株の状況の分析、本
庁や保健所等への情報提供・共有、検査等措置協定を締結している民間検査機
関等における検査等に対する技術支援や精度管理等を通じ、地域におけるサー
ベイランス機能を発揮する。【保健医療局】

③ 都は、国の方針を踏まえ、新型インフルエンザ等の患者発生状況に応じ、全
数把握から定点把握を含めた適切なサーベイランスの実施体制に移行する。
【保健医療局】

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

第３節 対応期
＜目的＞
新型インフルエンザ等の発生時に、都及び保健所設置区市が定める予防計画並

びに保健所及び東京都健康安全研究センター等が定める健康危機対処計画や準備
期に整理した地方公共団体、医療機関等の関係機関及び専門職能団体との役割分
担・連携体制に基づき、保健所及び東京都健康安全研究センター等が、求められ
る業務に必要な体制を確保してそれぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機
関が連携して感染症危機に対応することで、住民の生命及び健康を保護する。そ
の際、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状
況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする。

有事体制への移行
① 都及び保健所設置区市は、本庁から保健所への応援職員の派遣、ＩＨＥＡＴ

要員に対する応援の要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立す
るとともに、東京都健康安全研究センター等の検査体制を速やかに立ち上げる。
【保健医療局】

② 都は、新型インフルエンザ等の発生時に、情報集約、地方公共団体間の調整、
業務の一元化等の対応により、保健所設置区市を支援する。また、国、他の道
府県及び保健所設置区市と連携して、感染経路、濃厚接触者等に係る情報収集、
医療機関や福祉サービス機関等との連携を含む保健活動の全体調整、保健活動
への支援等を行う。さらに、必要に応じて感染症法に基づく保健所設置区市に
対する総合調整権限・指示権限を行使 する。【保健医療局】

③ 都は、新型インフルエンザ等の発生状況等に対する住民の理解の増進を図る
ために必要な情報を区市町村と共有する 。【保健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法で保健所の支援を実施した。
◼ 区市が設置する保健所の業務支援を行う保健所支援拠点の設置

感染症法第 条の３及び第 条の４
感染症法第 条第２項及び第３項

142 143



第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

◼ トレーサー班（保健師・看護師等）を保健所支援拠点及び都保健所に
配置し、積極的疫学調査に係る保健所業務支援を実施

◼ 保健所が行う疫学調査を支援することを目的に、医師、保健師を主な
メンバーとするＴＥＩＴを保健所の要請に基づき派遣

主な対応業務の実施
都、保健所設置区市、保健所及び東京都健康安全研究センター等は、予防計画

及び健康危機対処計画に基づき整備・整理した組織・業務体制や東京都感染症対
策連携協議会等において確認した役割分担等に基づき、相互に連携するとともに、
一般市町村、医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、以下 から
までに記載する感染症対応業務を実施する。【保健医療局】

相談対応
都及び保健所設置区市は、有症状者等からの相談に対応する相談センターの体

制を強化し、感染したおそれのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患
等の重症化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげ
る。相談センターの運営に当たっては、業務効率化のため、適時に外部委託や一
元化等を行うことを検討する。【保健医療局】

検査・サーベイランス
① 都及び保健所設置区市は、国の方針を踏まえ、地域の実情に応じて、感染症

対策上の必要性、東京都健康安全研究センター等や検査等措置協定締結機関等
における検査体制等を勘案し、検査の実施範囲を判断する。【保健医療局】

② 東京都健康安全研究センター等は、保健所と連携して、検査等措置協定を締
結している民間検査機関等を含めた検査体制が十分に拡充されるまでの間の必
要な検査を実施するとともに、ＪＩＨＳとの連携や他の地方衛生研究所等との
ネットワークを活用した国内の新型インフルエンザ等に係る知見の収集、ＪＩ
ＨＳへの地域の感染状況等の情報提供・共有、地域の変異株の状況の分析、本
庁や保健所等への情報提供・共有、検査等措置協定を締結している民間検査機
関等における検査等に対する技術支援や精度管理等を通じ、地域におけるサー
ベイランス機能を発揮する。【保健医療局】

③ 都は、国の方針を踏まえ、新型インフルエンザ等の患者発生状況に応じ、全
数把握から定点把握を含めた適切なサーベイランスの実施体制に移行する。
【保健医療局】

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

第３節 対応期
＜目的＞
新型インフルエンザ等の発生時に、都及び保健所設置区市が定める予防計画並

びに保健所及び東京都健康安全研究センター等が定める健康危機対処計画や準備
期に整理した地方公共団体、医療機関等の関係機関及び専門職能団体との役割分
担・連携体制に基づき、保健所及び東京都健康安全研究センター等が、求められ
る業務に必要な体制を確保してそれぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機
関が連携して感染症危機に対応することで、住民の生命及び健康を保護する。そ
の際、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状
況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする。

有事体制への移行
① 都及び保健所設置区市は、本庁から保健所への応援職員の派遣、ＩＨＥＡＴ

要員に対する応援の要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立す
るとともに、東京都健康安全研究センター等の検査体制を速やかに立ち上げる。
【保健医療局】

② 都は、新型インフルエンザ等の発生時に、情報集約、地方公共団体間の調整、
業務の一元化等の対応により、保健所設置区市を支援する。また、国、他の道
府県及び保健所設置区市と連携して、感染経路、濃厚接触者等に係る情報収集、
医療機関や福祉サービス機関等との連携を含む保健活動の全体調整、保健活動
への支援等を行う。さらに、必要に応じて感染症法に基づく保健所設置区市に
対する総合調整権限・指示権限を行使 する。【保健医療局】

③ 都は、新型インフルエンザ等の発生状況等に対する住民の理解の増進を図る
ために必要な情報を区市町村と共有する 。【保健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法で保健所の支援を実施した。
◼ 区市が設置する保健所の業務支援を行う保健所支援拠点の設置

感染症法第 条の３及び第 条の４
感染症法第 条第２項及び第３項
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

◼ 企業団体における濃厚接触者の自主検査の実施
◼ 陽性者本人による濃厚接触者の通知
◼ 積極的疫学調査実施の際の通訳支援サービス（ か国語）の実施

入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送
① 都及び保健所設置区市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患

者等を把握した場合は、医師が判断した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等
の重症化リスク、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等により把握し
た協定締結医療機関の確保病床数、稼働状況及び病床使用率、感染症の特徴や
病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）や流行状況等を踏まえて、速
やかに療養先を判断し、入院勧告・措置及び入院、自宅療養又は宿泊療養の調
整を行う。【保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、
薬剤感受性等）等が明らかでない場合においては、必要に応じ国及びＪＩＨＳ
へ協議・相談し、その結果を踏まえて対応する。入院の優先度や入院先医療機
関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関
等と適切に連携して対応する。【保健医療局】

③ 保健所は、入院勧告を実施する際は、患者に対して、入院が必要な理由など
の説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、応急入院から本入院に移
行する際の意見を述べる機会の付与や退院請求、審査請求に関することなど、
入院勧告の通知に記載された事項を含め十分に説明を行う。【保健医療局】

④ 保健所は、入院勧告等を行った場合には、患者の人権に十分に配慮しつつ、
医療機関との協力の下、患者の病状や治療経過等の情報を整理し、まん延防止
対策等を実施する。【保健医療局】

⑤ 都は、感染状況や広域調整の必要性等を勘案し、保健所設置区市を含む管内で
の入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて、管内の患者受入れを調整する
機能を有する組織・部門（入院調整本部）の適時の設置、管内の入院調整の一元
化、総合調整権限・指示権限の行使 を行う。入院先医療機関への移送 や、自
宅及び宿泊療養施設への移動に当たっては、必要に応じて民間の患者等搬送事
業者の協力を得て行うことにより、保健所の業務負荷軽減を図る。【保健医療
局、関係局】

感染症法第 条の３及び第 条の４
感染症法第 条第２項の規定により準用する第 条（第 条の９の規定により準用する場合を含む。）

及び第 条

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

④ 都及び保健所設置区市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要
に応じ、地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを
実施する。【保健医療局、産業労働局、環境局】

積極的疫学調査
① 都及び保健所設置区市は、感染源の推定（後ろ向き積極的疫学調査）や濃厚

接触者等の特定（前向き積極的疫学調査）を行うため、感染者又は感染者が属
する集団に対して、ＪＩＨＳが示す指針等や都が整理した方針に基づき、積極
的疫学調査を行う。【保健医療局】

② 国は、新型インフルエンザ等について、感染症の特徴や病原体の性状（病原
性、感染性、薬剤感受性等）を踏まえ、積極的疫学調査の対象範囲を見直し、
都道府県等に対し、その内容を周知する。無症状病原体保有者からの感染が確
認される等、他の感染症と大きく異なる特徴が判明した場合は、積極的疫学調
査によって得られる効果や保健所における業務負荷等も勘案した上で、対象範
囲や調査項目を検討し、都道府県等に対し、その内容を周知する。
都は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を

変更の上、速やかに保健所等関係機関に周知するとともに、都民に対し適切に
情報発信する。【保健医療局】

③ 都は保健所設置区市とも連携の上、流行初期以降（新型インフルエンザ等感
染症等に係る発生等の公表後おおむね１か月以降。以下本章において同じ。）
においては、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、
流行状況等に関する情報を整理し、保健所における業務負荷を勘案し、国が示
す方針や専門家の意見も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査の
対象範囲や調査項目を見直す。【保健医療局】

④ 都は、積極的疫学調査等の結果により明らかになった感染拡大防止に必要な
情報について、各種法令に基づく個人情報の取扱いに配慮しつつ、都内医療機
関や東京都医師会等の関係団体に提供するとともに、都と区市町村間の情報交
換を通じて感染症対策に活用する。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法で積極的疫学調査の効率化を図るとともに、外国人を対

象とする場合の支援を実施した。
◼ 保健所支援拠点において、夜の街対策を課題とする区保健所と連携し

た積極的疫学調査
◼ 積極的疫学調査に係る臨時対応としての優先順位の考え方を保健所へ

提示
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

◼ 企業団体における濃厚接触者の自主検査の実施
◼ 陽性者本人による濃厚接触者の通知
◼ 積極的疫学調査実施の際の通訳支援サービス（ か国語）の実施

入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送
① 都及び保健所設置区市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患

者等を把握した場合は、医師が判断した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等
の重症化リスク、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等により把握し
た協定締結医療機関の確保病床数、稼働状況及び病床使用率、感染症の特徴や
病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）や流行状況等を踏まえて、速
やかに療養先を判断し、入院勧告・措置及び入院、自宅療養又は宿泊療養の調
整を行う。【保健医療局】

② 都及び保健所設置区市は、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、
薬剤感受性等）等が明らかでない場合においては、必要に応じ国及びＪＩＨＳ
へ協議・相談し、その結果を踏まえて対応する。入院の優先度や入院先医療機
関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関
等と適切に連携して対応する。【保健医療局】

③ 保健所は、入院勧告を実施する際は、患者に対して、入院が必要な理由など
の説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、応急入院から本入院に移
行する際の意見を述べる機会の付与や退院請求、審査請求に関することなど、
入院勧告の通知に記載された事項を含め十分に説明を行う。【保健医療局】

④ 保健所は、入院勧告等を行った場合には、患者の人権に十分に配慮しつつ、
医療機関との協力の下、患者の病状や治療経過等の情報を整理し、まん延防止
対策等を実施する。【保健医療局】

⑤ 都は、感染状況や広域調整の必要性等を勘案し、保健所設置区市を含む管内で
の入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて、管内の患者受入れを調整する
機能を有する組織・部門（入院調整本部）の適時の設置、管内の入院調整の一元
化、総合調整権限・指示権限の行使 を行う。入院先医療機関への移送 や、自
宅及び宿泊療養施設への移動に当たっては、必要に応じて民間の患者等搬送事
業者の協力を得て行うことにより、保健所の業務負荷軽減を図る。【保健医療
局、関係局】

感染症法第 条の３及び第 条の４
感染症法第 条第２項の規定により準用する第 条（第 条の９の規定により準用する場合を含む。）

及び第 条

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

④ 都及び保健所設置区市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要
に応じ、地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを
実施する。【保健医療局、産業労働局、環境局】

積極的疫学調査
① 都及び保健所設置区市は、感染源の推定（後ろ向き積極的疫学調査）や濃厚

接触者等の特定（前向き積極的疫学調査）を行うため、感染者又は感染者が属
する集団に対して、ＪＩＨＳが示す指針等や都が整理した方針に基づき、積極
的疫学調査を行う。【保健医療局】

② 国は、新型インフルエンザ等について、感染症の特徴や病原体の性状（病原
性、感染性、薬剤感受性等）を踏まえ、積極的疫学調査の対象範囲を見直し、
都道府県等に対し、その内容を周知する。無症状病原体保有者からの感染が確
認される等、他の感染症と大きく異なる特徴が判明した場合は、積極的疫学調
査によって得られる効果や保健所における業務負荷等も勘案した上で、対象範
囲や調査項目を検討し、都道府県等に対し、その内容を周知する。
都は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を

変更の上、速やかに保健所等関係機関に周知するとともに、都民に対し適切に
情報発信する。【保健医療局】

③ 都は保健所設置区市とも連携の上、流行初期以降（新型インフルエンザ等感
染症等に係る発生等の公表後おおむね１か月以降。以下本章において同じ。）
においては、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、
流行状況等に関する情報を整理し、保健所における業務負荷を勘案し、国が示
す方針や専門家の意見も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査の
対象範囲や調査項目を見直す。【保健医療局】

④ 都は、積極的疫学調査等の結果により明らかになった感染拡大防止に必要な
情報について、各種法令に基づく個人情報の取扱いに配慮しつつ、都内医療機
関や東京都医師会等の関係団体に提供するとともに、都と区市町村間の情報交
換を通じて感染症対策に活用する。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法で積極的疫学調査の効率化を図るとともに、外国人を対

象とする場合の支援を実施した。
◼ 保健所支援拠点において、夜の街対策を課題とする区保健所と連携し

た積極的疫学調査
◼ 積極的疫学調査に係る臨時対応としての優先順位の考え方を保健所へ

提示
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

③ 都及び保健所設置区市は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者
への健康観察について、感染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能
を活用することで、保健所の業務効率化・負荷軽減を図る。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法により、療養者の健康観察及び生活支援を実施した。
◼ 保健所等の支援を目的として、自宅療養者の健康観察を行う「自宅

療養者フォローアップセンター」、生活支援や相談対応を行う「自宅
療養サポートセンター（うちさぽ東京）」を設置

◼ 自宅療養者が急増したことを受け、地域の実情に応じたきめ細かな
支援を可能とするため、都保健所管内の一般市町村と個人情報の取扱
いに関する協定を締結した上で、情報提供を実施

◼ 診療や検査を行った医療機関等が保健所に代わって自宅療養者の健
康観察を行う場合に協力金を支給する事業を実施

健康監視
① 都及び保健所設置区市は、検疫所から通知があったときは、保健所において、

新型インフルエンザ等に感染したおそれのある居宅等待機者等に対して健康監
視を実施する 。【保健医療局】

② 都は、感染拡大に伴い、健康監視の実施が困難となった場合は、速やかに国
に対し、都に代わって健康監視を実施するよう要請する。【保健医療局】

情報提供・共有、リスクコミュニケーション
① 都は、感染拡大防止のために広く注意を喚起する必要がある場合には、国や

関係機関、保健所設置区市等と連携し、東京ｉＣＤＣの知見も踏まえ、集積し
た情報を分析の上、効果的に情報発信を行う。【保健医療局】

② 都、保健所設置区市及び一般市町村は、感染が拡大する時期にあっては、新
型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等の新型インフルエ
ンザ等の対策等について、住民の理解を深めるため、住民に対し、分かりやす
く情報提供・共有を行う。【総務局、保健医療局】

③ 都及び保健所設置区市は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、
視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに
応えられるよう、区市町村と連携の上、適切な配慮をしつつ、理解しやすい内

感染症法第 条の３第１項

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

⑥ 都は、自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関に対し、必要に
応じて、自宅療養者等に対する往診や電話・オンライン診療等、処方薬の配
送・服薬指導、訪問看護等を行うとともに、自宅療養者等の状態に応じて適切
に対応するよう要請する。【保健医療局】

⑦ 都は、宿泊療養施設について、地域の実情に応じて、施設ごとにその役割や
入所対象者を決めた上で運用する。【保健医療局】

⑧ 保健所は、入院勧告・措置を受けた患者が、感染症法に基づく退院請求を行
った場合、医療機関と連携して当該患者が退院基準に適合しているかどうかの
確認を速やかに行う。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法により、増加する入院調整に対応する体制を整備した。
◼ 保健所からの依頼に基づく入院・転退院調整の支援を行う入院調整本

部を設置
◼ 宿泊療養施設等への入所・搬送の調整等を行う入所調整本部を設置
◼ 夜間対応が必要な場合に入院調整を実施する夜間入院調整窓口を設置

健康観察及び生活支援
① 都及び保健所設置区市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患

者等を把握し、医師が判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原
体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況等を勘案した上で、当
該患者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療養するよう協力を求める必要があ
ると判断した場合は、国と調整の上、自宅療養体制に移行し、当該患者等やそ
の濃厚接触者に対して、外出自粛要請 や就業制限 を行うとともに、外部委
託や区市町村の協力を活用しつつ、定められた期間の健康観察を行う。【保健
医療局】

② 都及び保健所設置区市は、必要に応じ、区市町村と協力して、当該患者やそ
の濃厚接触者に関する情報等を区市町村と共有し、食事の提供等の当該患者や
その濃厚接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供やパルスオキシ
メーター等の物品の支給に努める 。【保健医療局】

感染症法第 条の３第１項及び第２項
感染症法第 条第１項及び第２項
感染症法第 条の３第７項、第９項及び第 項

146 147



第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

③ 都及び保健所設置区市は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者
への健康観察について、感染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能
を活用することで、保健所の業務効率化・負荷軽減を図る。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法により、療養者の健康観察及び生活支援を実施した。
◼ 保健所等の支援を目的として、自宅療養者の健康観察を行う「自宅

療養者フォローアップセンター」、生活支援や相談対応を行う「自宅
療養サポートセンター（うちさぽ東京）」を設置

◼ 自宅療養者が急増したことを受け、地域の実情に応じたきめ細かな
支援を可能とするため、都保健所管内の一般市町村と個人情報の取扱
いに関する協定を締結した上で、情報提供を実施

◼ 診療や検査を行った医療機関等が保健所に代わって自宅療養者の健
康観察を行う場合に協力金を支給する事業を実施

健康監視
① 都及び保健所設置区市は、検疫所から通知があったときは、保健所において、

新型インフルエンザ等に感染したおそれのある居宅等待機者等に対して健康監
視を実施する 。【保健医療局】

② 都は、感染拡大に伴い、健康監視の実施が困難となった場合は、速やかに国
に対し、都に代わって健康監視を実施するよう要請する。【保健医療局】

情報提供・共有、リスクコミュニケーション
① 都は、感染拡大防止のために広く注意を喚起する必要がある場合には、国や

関係機関、保健所設置区市等と連携し、東京ｉＣＤＣの知見も踏まえ、集積し
た情報を分析の上、効果的に情報発信を行う。【保健医療局】

② 都、保健所設置区市及び一般市町村は、感染が拡大する時期にあっては、新
型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等の新型インフルエ
ンザ等の対策等について、住民の理解を深めるため、住民に対し、分かりやす
く情報提供・共有を行う。【総務局、保健医療局】

③ 都及び保健所設置区市は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、
視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに
応えられるよう、区市町村と連携の上、適切な配慮をしつつ、理解しやすい内

感染症法第 条の３第１項

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

⑥ 都は、自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関に対し、必要に
応じて、自宅療養者等に対する往診や電話・オンライン診療等、処方薬の配
送・服薬指導、訪問看護等を行うとともに、自宅療養者等の状態に応じて適切
に対応するよう要請する。【保健医療局】

⑦ 都は、宿泊療養施設について、地域の実情に応じて、施設ごとにその役割や
入所対象者を決めた上で運用する。【保健医療局】

⑧ 保健所は、入院勧告・措置を受けた患者が、感染症法に基づく退院請求を行
った場合、医療機関と連携して当該患者が退院基準に適合しているかどうかの
確認を速やかに行う。【保健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法により、増加する入院調整に対応する体制を整備した。
◼ 保健所からの依頼に基づく入院・転退院調整の支援を行う入院調整本

部を設置
◼ 宿泊療養施設等への入所・搬送の調整等を行う入所調整本部を設置
◼ 夜間対応が必要な場合に入院調整を実施する夜間入院調整窓口を設置

健康観察及び生活支援
① 都及び保健所設置区市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患

者等を把握し、医師が判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原
体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況等を勘案した上で、当
該患者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療養するよう協力を求める必要があ
ると判断した場合は、国と調整の上、自宅療養体制に移行し、当該患者等やそ
の濃厚接触者に対して、外出自粛要請 や就業制限 を行うとともに、外部委
託や区市町村の協力を活用しつつ、定められた期間の健康観察を行う。【保健
医療局】

② 都及び保健所設置区市は、必要に応じ、区市町村と協力して、当該患者やそ
の濃厚接触者に関する情報等を区市町村と共有し、食事の提供等の当該患者や
その濃厚接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供やパルスオキシ
メーター等の物品の支給に努める 。【保健医療局】

感染症法第 条の３第１項及び第２項
感染症法第 条第１項及び第２項
感染症法第 条の３第７項、第９項及び第 項
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③ 都及び保健所設置区市は、国の方針や感染症の特徴や病原体の性状（病原性、
感染性、薬剤感受性等）等の評価を踏まえ、無症状病原体保有者への検査が必
要と判断された場合は、検査対象者等を関係機関へ周知する。【保健医療局】

流行初期以降
流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し

① 都は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を
変更の上、速やかに保健所等関係機関に周知するとともに、都民に対し適切に
情報発信する。【保健医療局】

② 都は地域の感染状況等の実情に応じ、国に対し実地疫学の専門家等の派遣に
ついて依頼する。【保健医療局】

③ 都及び保健所設置区市は、引き続き、必要に応じて、交替要員を含めた人員
の確保のため、本庁からの応援職員の派遣、ＩＨＥＡＴ要員に対する応援要請
等を行う。【保健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場
合には、業務の一元化や外部委託等による業務効率化を進める。【保健医療局】

⑤ 都及び保健所設置区市は、保健所等において行う感染症対応業務について、
準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき関係機関と連携
して行うとともに、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受
性等）、感染状況等を踏まえて国から対応方針の変更が示された場合は、地域
の実情や本庁、保健所及び東京都健康安全研究センター等の業務負荷等も踏ま
えて、保健所の人員体制や東京都健康安全研究センター等の検査体制等の体制
の見直し、感染症対応業務の対応の変更を適時適切に行う。【保健医療局】

⑥ 都は、感染の拡大等により、病床がひっ迫するおそれがある場合には、基礎
疾患を持つ患者等の重症化する可能性が高い患者を優先的に入院させるととも
に、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を強化する。また、
症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関への転院を進め
る。【保健医療局】

⑦ 都及び保健所設置区市は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した
一般市町村を含めた食事の提供等生活支援の実施体制や医療提供体制に基づき
実施する。【保健医療局】

安定的な検査・サーベイランス機能の確保
① 都及び保健所設置区市は、予防計画に基づき、地方衛生研究所や検査等措置

協定を締結している民間検査機関等における検査実施体制を整備するとともに、
確保状況の情報を適宜、適切に国に報告する。【保健医療局】

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第１１章 保健
第３節 対応期

容や方法で感染症対策や各種支援策の周知広報等を行う。【保健医療局、福祉
局】

感染状況に応じた取組
流行初期
迅速な対応体制への移行

① 都及び保健所設置区市は、流行開始を目途に感染症有事体制へ切り替えると
ともに、予防計画に基づく保健所の感染症有事体制及び東京都健康安全研究セ
ンターの有事の検査体制への移行状況を適時適切に把握する。また、必要に応
じて、交替要員を含めた人員の確保のため、本庁からの応援職員の派遣、ＩＨ
ＥＡＴ要員に対する応援要請等を行う。【保健医療局】

② 都は、国から他の道府県への派遣要請を受けた場合、又は都内への他道府県
からの職員派遣を要請する場合は、保健所等関係機関と調整の上、国の総合調
整に協力する。【保健医療局】

③ 都は、地域の感染状況等の実情に応じ、国に対し実地疫学の専門家等の派遣
について依頼する。【保健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、国が整備した感染症サーベイランスシステム等の
ＩＣＴツールの活用や業務の一元化・外部委託等により、保健所及び東京都健
康安全研究センター等における業務の効率化を引き続き推進する。国のシステ
ムの仕様変更や疫学調査の方針変更等が発生した場合は、速やかに都における
調査方針を整理し、周知する。【保健医療局】

⑤ 都及び保健所設置区市は、保健所等において、準備期に整備・整理した組
織・業務体制や役割分担等に基づき、関係機関と連携して保健所が実施する疫
学調査や健康観察等の感染症対応業務について支援を行う。【保健医療局】

⑥ 保健所は、都と連携し、感染症有事体制への切替え、感染症有事体制を構成
する人員の参集、必要な物資・資機材の調達等を行う。【保健医療局】

⑦ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

検査体制の拡充
① 都及び保健所設置区市は、国が決定した検査実施の方針や地域の流行状況等

の実情を踏まえ、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等や検査等
措置協定締結機関等における検査体制を拡充する。【保健医療局】

② 東京都健康安全研究センター等は、検査実施の方針等を踏まえて検査を実施
する。【保健医療局】
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③ 都及び保健所設置区市は、国の方針や感染症の特徴や病原体の性状（病原性、
感染性、薬剤感受性等）等の評価を踏まえ、無症状病原体保有者への検査が必
要と判断された場合は、検査対象者等を関係機関へ周知する。【保健医療局】

流行初期以降
流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し

① 都は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を
変更の上、速やかに保健所等関係機関に周知するとともに、都民に対し適切に
情報発信する。【保健医療局】

② 都は地域の感染状況等の実情に応じ、国に対し実地疫学の専門家等の派遣に
ついて依頼する。【保健医療局】

③ 都及び保健所設置区市は、引き続き、必要に応じて、交替要員を含めた人員
の確保のため、本庁からの応援職員の派遣、ＩＨＥＡＴ要員に対する応援要請
等を行う。【保健医療局】
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の実情や本庁、保健所及び東京都健康安全研究センター等の業務負荷等も踏ま
えて、保健所の人員体制や東京都健康安全研究センター等の検査体制等の体制
の見直し、感染症対応業務の対応の変更を適時適切に行う。【保健医療局】

⑥ 都は、感染の拡大等により、病床がひっ迫するおそれがある場合には、基礎
疾患を持つ患者等の重症化する可能性が高い患者を優先的に入院させるととも
に、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を強化する。また、
症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関への転院を進め
る。【保健医療局】

⑦ 都及び保健所設置区市は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した
一般市町村を含めた食事の提供等生活支援の実施体制や医療提供体制に基づき
実施する。【保健医療局】

安定的な検査・サーベイランス機能の確保
① 都及び保健所設置区市は、予防計画に基づき、地方衛生研究所や検査等措置

協定を締結している民間検査機関等における検査実施体制を整備するとともに、
確保状況の情報を適宜、適切に国に報告する。【保健医療局】
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容や方法で感染症対策や各種支援策の周知広報等を行う。【保健医療局、福祉
局】
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③ 都は、地域の感染状況等の実情に応じ、国に対し実地疫学の専門家等の派遣
について依頼する。【保健医療局】

④ 都及び保健所設置区市は、国が整備した感染症サーベイランスシステム等の
ＩＣＴツールの活用や業務の一元化・外部委託等により、保健所及び東京都健
康安全研究センター等における業務の効率化を引き続き推進する。国のシステ
ムの仕様変更や疫学調査の方針変更等が発生した場合は、速やかに都における
調査方針を整理し、周知する。【保健医療局】

⑤ 都及び保健所設置区市は、保健所等において、準備期に整備・整理した組
織・業務体制や役割分担等に基づき、関係機関と連携して保健所が実施する疫
学調査や健康観察等の感染症対応業務について支援を行う。【保健医療局】

⑥ 保健所は、都と連携し、感染症有事体制への切替え、感染症有事体制を構成
する人員の参集、必要な物資・資機材の調達等を行う。【保健医療局】

⑦ 都及び保健所設置区市は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体
の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】

検査体制の拡充
① 都及び保健所設置区市は、国が決定した検査実施の方針や地域の流行状況等

の実情を踏まえ、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等や検査等
措置協定締結機関等における検査体制を拡充する。【保健医療局】

② 東京都健康安全研究センター等は、検査実施の方針等を踏まえて検査を実施
する。【保健医療局】
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第１２章 物資

第１節 準備期
＜目的＞
感染症対策物資等は、新型インフルエンザ等の発生時に、医療提供体制、検査

検体の採取、患者搬送等の業務を安全に実施するために欠かせないものである。
そのため、都は、備蓄の推進等 の必要な準備を適切に行うことにより、有事に
必要な感染症対策物資等が確保できるようにする。

感染症対策物資等の備蓄
① 都、区市町村及び指定（地方）公共機関は、政府行動計画を踏まえ、行動計

画又は業務計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等
対策の実施に必要な感染症対策物資等の備蓄等を行うとともに、定期的に備蓄
状況等を確認する 。
なお、上記の備蓄については、災害対策基本法（昭和 年法律第 号）第
条の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる 。【保健

医療局、各局】
② 都は、個人防護具について、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえて備蓄

する。【保健医療局】
③ 都は、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の搬送従事者のため

の個人防護具の備蓄を進めるよう消防機関に要請するとともに、必要な支援を
行う。【東京消防庁、保健医療局】

医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等
① 都は、予防計画に基づき地域の協定締結医療機関における個人防護具の備蓄

等を推進するほか、同計画の数値目標等を踏まえつつ、有事の感染症診療及び
通常医療との両立の観点からも、協定締結医療機関における必要な感染症対策
物資等の備蓄・配置状況を定期的に確認する。
なお、都は、感染症まん延時に医療現場で個人防護具が不足した場合に備え、

必要な物資の備蓄体制の確保に向けた取組を進める。【保健医療局】

備蓄等に当たっては使用推奨期限等に留意すること。
ワクチン、治療薬及び検査物資の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照
特措法第 条
特措法第 条
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② 都は、国のリスク評価及び方針に基づき、検査実施体制を適宜見直す。【保
健医療局】

③ 東京都健康安全研究センター等は、対応期を通じて拡充した検査体制を維持
しつつ、地域の変異株の状況の分析、本庁や保健所等への情報提供・共有等を
実施する。【保健医療局】

特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
① 国は、都道府県等に対し、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、流行状況等を踏まえ、有事の体制等の段階的な縮小の検討を
行うよう要請する。

② 都及び保健所設置区市は、国からの要請も踏まえて、地域の実情に応じ、保
健所及び東京都健康安全研究センター等における有事の体制等の段階的な縮小
についての検討を行い、実施する。また、特措法によらない基本的な感染症対
策への移行に伴い留意すべき点（医療提供体制や感染対策の見直し等）及びこ
れに伴う保健所等での対応の縮小について、住民等の不安や混乱が生じないよ
う十分に配慮し、丁寧に情報提供・共有を行う。【保健医療局】
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